
【電子申請】公園内行為許可申請の流れ 
 

公園の全部または一部を占有的に使用する場合は、公園内行為許可申請書兼許可書の提出が必要と

なります。以下は、同許可書の電子申請についての手続きの流れです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※西宮市都市公園条例で禁止されている行為や、市の判断で許可しかねる

行為内容もあります。 

必ず市に事前説明の上、手続きをお願い致します。 

詳しくは、ホームページ内「電子申請マニュアル」をお読みください。 

問合わせ先：公園緑地課 運営・管理チーム  TEL 0798-35-3611 

①使用内容の説明・ 
公園が空いているかの確認） 
申請する前に、予定している行

為の内容の説明と、空き確認を下

記までしてください。 

④受付完了通知メール 
 このメールは「市へ申請が届い

た」という通知です。申請が完了

したということではありません。 

 

③申請フォームの入力 
 西宮市 HP内より「電子申請」
で検索してください。 
 （使用日の１ヶ月前から 
１週間前までに） 
  

イベント等の開催 

②地域への事前説明 
 必要に応じて地元自治会や各
関係機関へ事前に説明をお願い

します。 

⑤許可通知メール・ 
       許可書のダウンロード 
受領確認のお願いのメールが来ますので、本文

中リンクより、許可書のダウンロード（パソコ

ンからのみ可能）をしてください。 

※パソコンからのみ可能 

３ 日 程 度 


